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本会は各専門領域の方々の交流促進と活性化を図るため今年度から技術分野別部会を設置することとしまし
た。（次頁の「部会組織および運営規定」をご参照ください）
設立準備ができた部会は次の通りです。他の技術分野については順次立ち上げを計画中です。
各位にはご希望の部会にぜひ加入をお願い申しあげます。加入費は不要です。
なお、複数の部会加入でも構いません。



日本太陽エネルギー学会 部会組織および運営規定

平成21年5月18日制定

第１条 部会の設置目的

日本太陽エネルギー学会は，本学会会則第4条の事業を遂行するために，各専門領域の更なる発展と

活性化を期し，部会を設置することができる.

第２条 部会の申請

部会設立には5名以上の発起人を必要とし，発起人は以下の内容を記した設立申請書を会長宛に申請

する.

申請内容：設立部会名，専門領域，発起人名簿，幹事（複数名）ならびに参画想定人数を含めた設立

目的・趣旨，当面の事業計画等（基盤となる研究会活動，セミナー開催など）．

第３条 設立の承認

会長は，申請された設立申請書を理事会に諮り，設立の是非を決定する．

第４条 部会の構成員

部会の構成員は，日本太陽エネルギー学会の会員とする．ただし，研究会をはじめとする活動におい

て非会員の参加を妨げるものではなく，本学会の紹介・新規入会への取り組みとして歓迎する．幹事

の互選で部会長を定め，部会長は理事会に出席できる．なお,部会長の任期は2年/期とし，再任を妨げ

ない．

第５条 部会の運営

（1）部会には，部会運営を円滑に行うべく数名の幹事を置く．幹事は，要に応じて職務を分担し運営

に当たる．

（2）部会は年間実施計画書および年間活動報告書を作成し，これを基に部会長が理事会にて活動状況

を報告し承認を得る．

（3）理事会は部会の運営について意見を述べ，その活動に関して勧告をすることができる．

第６条 部会の会計

（1）部会は原則として独立採算で運営とし，事務諸経費（資料印刷費等）を学会に納付しなければな

らない．事務諸経費は学会事務局と部会で協議のうえ,取り決める．

（2）事業内容が学会全般の活動に関わる場合は学会に対し交付金を申請できる．学会の交付金が必要

な場合は事業計画書を理事会に提案し，承認を得なければならない．

（3）部会は会計担当を置き，年度末の理事会に会計報告を行う．

第７条 部会の解散

（1）部会を解散しようとするときは，部会長が解散理由を記載した解散届けを会長宛に提出する．

但し，解散後に当該専門領域を包含する新たな部会を発足させることが出来る．

（2）会長は，部会長から提出された解散届けを理事会に諮り，承認を得る．

（3）1年以上活動実績がない，活動報告がされないなどの場合，理事会は部会を解散させることがで

きる．

付記

本規定は平成21年5月18日開催の第18期第7回理事会において承認された．




